




















会 一 般の医療水準に照らして適切な医療上の措置を取るべき注意義務を

負っていることは、 一審被告としても何ら否定するものではない。

その上で、 当該注意義務の根拠となる法令上の定めについてみると、 出

入国管理及び難民認定法6 1条の7第6項の委任により定められた本件時

点における処遇規則3 0条1項は、「所長等（引用者注：入国者収容所長

及び地方入国管理局長）は、 被収容者がり病し、 又は負傷したときは、 炭

師の診療を受けさせ、 病状により適当な措置を講じなければならない。」

と規定する。

この規定は、 被収容者が逃亡の防止等を目的としてその居住を収容施設

内に限定されるものであって、 その限度で身体的自由を制限されるのみな

らず、収容施設の規律及び秩序の維持のために必要かつ合理的な範囲にお

いて、 そ れ以外の行為の自由にも 一定の制限が加えられることとなり、 そ

の生命及び健康の維持を被収容者の自助努力のみで行うことが困難である

ことに照らし、 収容施設の所長等に対し、被収容者の生命及び健康を維持

するため、 被収容者がり病したときなどには、 医師の診療を受けさせ、 病

状により適当な措置を講じることを義務付けたものと解される。

イ そして、 処遇規則3 0条1項にいう「適当な措置」とは、 その文言が不

確定概念であることに加え、 当該措置が、 被収容者の「病状により」行わ

れるものとされていることからすると、 同項は、 収容施設の所長等に、 被

収容者の身体の状態を踏まえた種々の措置を行う裁量を認める趣旨の規定

であると解することができる。 もっとも、 上記収容施設の所長等による措

置は医療上の措置として行われるものであり、 被収容者に対する医療にお

いても、 医療法規の適用があることからすれば、 収容施設の所長等が裁量

判断として行う上記「適当な措置」の内容は、 法令上、 被収容者に対し、

一般の病院・診療所に求められている水準の医療上の措置を講じるもので

なければならないと解される。
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この点、最高裁平成1 7 年 1 2月8日第一小法廷判決（判例タイムズ1 2 0 

2号2 4 9ペ ー ジ）は、拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遣

症が残った場合において、速やかに外部の医療機関へ転送され、転送先の原療

機関において朕療行為を受けていたならば、重大な後遺症が残らなかった相当

程度の可能性の存在が証明されたとはいえないとして、拘置所の職員である医

師の転送義務違反を理由とする国家賠償責任を否定した。島田仁郎裁判官は、

同判決の補足意見において、 「結果発生との因果関係が証明された場合はとも

かく、その証明がなく、上記のような「相当程度の可能性の存在」すら証明さ

れない場合に、なお医師に過失責任を負わせるのは、著しく不適切不十分な場

合に限るべきであろう。」とするところ、仮に、相当程度の可能性について、

かなり低い可能性で足り、救命可能性がほぼないといった事例を除きその存在

が認められるとした場合、ほとんどの事例で相当程度の可能性の侵害を理由と

する医師の不法行為責任（過失責任）が認められることとなり、「相当程度の

可能性の存在」が証明されない場合における医師の不法行為責任（過失責任）

を限定すべきであるとした上記島田裁判官の補足意見の趣旨を没却するもので

あり相当でない。

また、相当程度の可能性について、最高裁平成1 2年判決において「20%

以下であるが救命できた可能性が残るとの鑑定」があったとした点や、最高裁

平成1 5年1 1月1 1日第三小法廷判決（民集5 7巻1 0号1 4 6 6ページ）

が「完全回復をした者が全体の2 2. 2%」としたことなどを参考に、20%

程度の確率で十分とする考え方もあり得るところであるが、「相当程度という

語感からすれば、少なくとも通常5 0％くらいの蓋然性が必要と考えるのでは

ないか、との疑問も呈示される。（中略）相当程度の可能性とは、それなりの

可能性が示唆されれば、という程度のものではないかと考えられる。」と指摘

されている（畑中綾子 ・ 「相当程度の可能性」について 一 平成1 7年1 2月8

日最高裁判決を素材に·ジュリスト1 3 4 4号6 3ペ ー ジ）。
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以上のとおり、 相当程度の可能性について、かなり低い可能性で足りると解

することは相当でなく、 それ相応の可能性があったことが、 慎里に判断されな

ければならないというべきである。

3 本件において前提となる医学的知見

(1)代謝性アシドーシス

代謝性アシド ー シスは、 代謝性変化に伴い、 血漿Hco-3（重炭酸濃度）

の減少をきたし、 これによって血液のpH値が低下する傾向に変化する病的

過程（病態）を指し、 呼吸は深く、しかも促迫する（速くなる）ほか、 意識

障害、 ときに昏睡を認め脱水症状や腹痛を伴うこともある。 また、心室の機

能低下を有し、末梢血管抵抗の低下、 血圧下降、 肺浮腫などの所見を有する

とされている（乙第2 1号証・1 5 3 1ページ）。

(2)乳酸アシド ー シス

乳酸アシドーシスは、種々の原因によって、 血中乳酸値が上昇し、著しい

代謝性アシドー シスを来す病態をいう（特定の疾患ではない。）。 代謝性アシ

ド ー シスの最も 一般的な原因が乳酸アシドーシスである。 乳酸アシドーシス

は、乳酸の蓄積若しくは代謝低下あるいは両者の組み合わせによって生じる。

乳酸の蓄積（過剰生成）は、 嫌気性代謝（酸素を消費しないエネルギー代謝

のことであり、 細胞への酸素供給が需要より少ない場合に起こる。）の状態

で起こる。 また、乳酸の代謝低下は、 一般に、 肝血流の低下による肝細胞機

能障害に伴って生じるか、 全身性ショックの一環として生じる。 また、 ミト

コンドリア機能を阻害する疾患や薬剤は、乳酸アシドーシスを引き起こし得

る。

初期症状として、 胃腸症状、 倦怠感及び筋肉痛等が出現し、さらに病態が

継続すると、臓器不全が進行して血圧低下や昏睡等の症状が出現する。また、

臓器不全が更なる乳酸アシド ー シスを招来して臓器不全を進行させる悪循環

に陥り、 臓器不全が不可逆的なところまで進行すると、 生命活動を維持でき
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